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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの織られた布帛層がナノ繊維層に隣接して対面する関係にある複合布帛
を含み、着用者を風および／または水から保護しながら水蒸気を通過させる能力を有する
衣服であって、前記ナノ繊維層が、約５０ｎｍ～約１０００ｎｍの間の数平均直径と、約
１ｇ／ｍ2～約１００ｇ／ｍ2の間の坪量とを有する高分子ナノ繊維の少なくとも１つの多
孔質層を含み、前記複合布帛が、約１．２ｍ3／ｍ2／分～約７．６ｍ3／ｍ2／分の間のＦ
ｒａｚｉｅｒ空気透過率と、約５００ｇ／ｍ2／日よりも大きいＭＶＴＲ（ＡＳＴＭ　Ｅ
－９６Ｂによる）とを有し、前記ナノ繊維層がその表面の一部で、ウレタン接着剤により
前記布帛層に溶接され、
　前記ナノ繊維層が、ナイロン－６、ナイロン－６，６、ナイロン６，６－６，１０から
なる群から選ばれるポリマーを含み、
　前記少なくとも１つの織られた布帛層が、ナイロンから織られる衣服。
【請求項２】
　織られた布帛層が、８ｇ／デニール未満の引張強度を有する繊維を含む請求項１記載の
衣服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層の水分および水管理布帛と、このような布帛を組み込んだ衣服とに関す
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る。特許請求および開示される本発明は、アウターウェアにおいて特定の用途を有する。
【背景技術】
【０００２】
　雨および他の湿潤状態で着用するための防護衣服は、水が衣服内に漏れるのを防止し、
汗を着用者から大気中に蒸発させることによって、着用者を乾いた状態に保持しなければ
ならない。汗の蒸発を可能にする「通気性」材料は雨でびしょ濡れになり易く、これらは
真に防水性ではない。油布、ポリウレタン被覆布、ポリ塩化ビニルフィルムおよび他の材
料は防水性であるが、満足できる汗の蒸発が得られない。
【０００３】
　シリコーン、フルオロカーボン、および他の撥水剤で処理した布帛は通常は汗の蒸発を
可能にするが防水性はほんのわずかであり、これらは非常に低い圧力下で水を漏出させ、
通常、擦られたり機械的に屈曲されたりすると水が自然に漏出し得る。雨着は、降り注ぐ
雨や風に吹き飛ばされる雨の衝突圧力、そして衣服の折り目およびしわに生じる圧力に耐
えなければならない。
【０００４】
　衣服が快適であるためには「通気性」でなければならないことは広く認識されている。
衣服の快適性のレベルに寄与する２つの因子としては、衣服を通過するまたは通過しない
空気の量と、下着が湿らないように、そして自然の蒸発冷却効果が達成されるように内側
から外側に伝達される汗の量とがある。しかしながら、微細多孔質膜を用いる通気性布帛
品における最近の開発でも、空気透過性を制御すべき場合には水蒸気の透過が制限される
傾向がある。
【０００５】
　現在利用可能な多くの防水構造体は、疎水性コーティングの使用を採用する多層布帛構
造体を含む。この布帛構造体は、通常、織布層、メンブレン型の微細多孔質層、およびも
う１つの織布層で作られる。微細多孔質層は、目標とする用途に必要とされる適切な空気
透過率および水蒸気透過率を提供する構成の機能層である。このような構造体の例として
は、米国特許第５，２１７，７８２号明細書、米国特許第４，５３５，００８号明細書、
米国特許第４，５６０，６１１号明細書および米国特許第５，２０４，１５６号明細書が
参照される。
【０００６】
　多くの防水性および／または防風性で通気性の衣服において現在使用されている材料は
、白色の延伸ＰＴＦＥ（ｅ－ＰＴＦＥ）微細多孔質構造体である。この材料は染色するこ
とができず、従って、切断および縫合して衣服にすると白色の縁部が生じる。この白色縁
部は、この微細多孔質構造体が対象とするより高級品の市場用途では容認できない。白色
縁部を隠すための後処理工程がｅ－ＰＴＦＥを含有する布帛構造体の最終構成に含まれな
ければならない。
【０００７】
　さらに、この材料の化学的性質は、ｅ－ＰＴＦＥを含有するあらゆる布帛構造体の縁部
、ジッパー、ポケットなどを縫い合わせなければならないようなものである。この縫合は
、その箇所の布帛の防風および／または防水機能性を弱くし、防水／防風機能性を取り戻
すために、縫合された領域にさらなる後処理を適用しなければならない。
【０００８】
　必要とされるのは、布帛構造体の他の層の色と一致するように染色することができる微
細多孔質層である。この着色は、サブミクロンの不織構造体の製造中または製造後のいず
れかに行うことができる。微細多孔質層のこの着色は、白色縁部を隠すために行われる後
処理工程を省略し得る。
【０００９】
　同様に必要とされるのは、布帛構造体における縫合を排除するために熱的に結合させる
ことができる微細多孔質層である。この熱的結合は、完全に継ぎ目のない防水性および／
または防風性の構造体を生じ、布帛構造体の防水および／または防風機能性を取り戻すた
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めに継ぎ目の部位で行わなければならない後処理を排除するであろう。
【００１０】
　例えば、衣服内の防水性で通気性のウィンドバリア布帛において使用するためにｅ－Ｐ
ＴＦＥが望ましい材料であることはよく知られているが、ｅ－ＰＴＦＥの高温の融点およ
び他の否定的な態様は、ナイロンまたはポリエステルなどの一般的な布材料と同じ温度で
容易に融解しないことを意味する。衣服では、熱的または超音波溶接技術による継ぎ目の
密封がますます望ましい。
【００１１】
　これらの技術は、関係する材料の融解温度に依存する。融解温度が低いほどこれらの技
術の影響を受けやすい。さらに、材料が溶接部内でより適切に結合するように、多成分構
造体の融解特性が類似していることがより望ましい。
【００１２】
　ｅ－ＰＴＦＥを含む多成分布帛構造体を熱的にシーム溶接するために、ｅ－ＰＴＦＥの
高い融解温度が類似していないことによって生じるこれらの問題を解決することが必要で
ある。これを行うために「フェルドシーム処理（ｆｅｌｄ－ｓｅａｍｉｎｇ）」と呼ばれ
るより複雑なシーム溶接技術が使用され、この技術は、構造体を多重に折りたたみ、布帛
を向かい合わせに接触させて溶接することを含む。これによって、より厚くより重い継ぎ
目が形成され、見た目および快適性のために望ましくない。さらに、フェルドシーム（ｆ
ｅｌｄ－ｓｅａｍ）を形成するために、シーム溶接機に特別な付属品を取り付けなければ
ならない。またこれはｅ－ＰＴＦＥが存在しない従来のシーム処理よりも遅く、そして処
理エラー／廃棄物を生じやすい。さらに、シーム溶接法およびｅ－ＰＴＦＥの温度上昇に
よって、ｅ－ＰＴＦＥ内に「破断」がもたらされ、最終の衣服に不具合を生じ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、高い蒸気透過の存在下で制御された液体水への耐性を提供し、ならびに従っ
て高い防水性の、かつ染色および溶接も可能である衣服のための層状材料に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　一実施形態では、本発明は、着用者を風および／または水から保護しながら水蒸気を通
過させる能力を有する衣服に関する。衣服は、少なくとも１つの布帛層がナノ繊維層に隣
接して対面する関係にある複合布帛を含む。ナノ繊維層は、約５０ｎｍ～約１０００ｎｍ
の間の数平均直径と、約１ｇ／ｍ2～約１００ｇ／ｍ2の間の坪量とを有する高分子ナノ繊
維の少なくとも１つの多孔質層を含み、そして複合布帛は、約１．２ｍ3／ｍ2／分～約７
．６ｍ3／ｍ2／分の間のＦｒａｚｉｅｒ空気透過率と、約５００ｇ／ｍ2／日よりも大き
いＭＶＴＲ（ＡＳＴＭ　Ｅ－９６Ｂによる）とを有し、前記ナノ繊維層はその表面の全体
または一部にわたって溶接される。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　一実施形態では、本発明は、布帛層に隣接し、そして任意でその表面の少なくとも少し
の部分で布帛層に結合されたナノ繊維層を含む。「ナノ繊維層」および「ナノウェブ」と
いう用語は、本明細書では同義的に使用される。
【００１６】
　本明細書で使用される「ナノ繊維」という用語は、約１０００ｎｍ未満、さらには約８
００ｎｍ未満、さらには約５０ｎｍ～５００ｎｍの間、そしてさらには約１００～４００
ｎｍの間の数平均直径または断面を有する繊維を指す。本明細書で使用される直径という
用語は、非円形形状の最大断面を含む。
【００１７】
　「不織布」という用語は、ランダムに分布した多数の繊維を含むウェブを意味する。通
常、繊維は互いに結合させてもよく、あるいは結合させなくてもよい。繊維は、ステープ
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ル繊維または連続繊維であり得る。繊維は、単一の材料または多数の材料（異なる繊維の
組み合わせとして、あるいはそれぞれが異なる材料で構成された類似の繊維の組み合わせ
として）を含むことができる。
【００１８】
　「メルトブローン繊維」は、溶融した熱可塑性材料を複数の微細な（通常は円形の）ダ
イキャピラリーを通して、収束する通常高温の高速ガス（例えば、空気）流中に溶融した
糸またはフィラメントとして押し出し、溶融熱可塑性材料のフィラメントを細くして繊維
を形成することによって形成された繊維である。メルトブローイングの過程で、空気を吸
引することによって溶融フィラメントの直径は所望のサイズまで小さくされる。その後、
メルトブローン繊維は高速ガス流によって搬送され、捕集表面上に堆積されて、ランダム
に分配されたメルトブローン繊維のウェブを形成する。このような方法は、例えば、米国
特許第３，８４９，２４１号明細書（Ｂｕｎｔｉｎら）、米国特許第４，５２６，７３３
号明細書（Ｌａｕ）、および米国特許第５，１６０，７４６号明細書（Ｄｏｄｇｅ，ＩＩ
ら）に開示されており、これらは全て、この参照によって本明細書に援用される。メルト
ブローン繊維は連続でも不連続でもよい。
【００１９】
　「カレンダー加工」は、２つのロール間のニップ内にウェブを通過させる方法である。
ロールは互いに接触していてもよいし、ロール表面の間に固定または可変の間隙が存在し
てもよい。本発明のカレンダー加工では、ニップは、ソフトロールとハードロールの間に
形成されるのが有利である。「ソフトロール」は、カレンダー内で２つのロールを一緒に
保持するために印加される圧力下で変形するロールである。「ハードロール」は、この方
法の圧力下で本方法または製品に対して著しい影響を有する変形が生じない表面を有する
ロールである。「無地（ｕｎｐａｔｔｅｒｎｅｄ）」ロールは、これらを製造するために
使用される方法の能力内で滑らかな表面を有するロールである。ポイントボンディングロ
ールとは違って、ウェブがニップを通過する際にウェブ上に意図的にパターンを生じるよ
うなポイントまたはパターンは存在しない。
【００２０】
　一実施形態では、本発明は、染色することおよび／または衣服内の他の布帛に溶接する
ことができる微細多孔質層を含みながら、高ＭＶＴＲを保持する能力を有する通気性布帛
に関する。布帛はナノ繊維層を含み、ナノ繊維層は次に、約１ｇ／ｍ2～約１００ｇ／ｍ2

の間の坪量を有する高分子ナノ繊維の少なくとも１つの多孔質層を含む。
【００２１】
　本発明は、ナノ繊維層に隣接して対面する関係にある第１の布帛層をさらに含み、かつ
任意でナノ繊維層に隣接して対面する関係にあり、そしてナノ繊維層の第１の布帛層とは
反対側にある第２の布帛層をさらに含む。
【００２２】
　本発明の防護衣服はさらに、約１．２ｍ3／ｍ2／分～約７．６ｍ3／ｍ2／分の間のＦｒ
ａｚｉｅｒ空気透過率と、約５００ｇ／ｍ2／日よりも大きいＭＶＴＲ（ＡＳＴＭ　Ｅ－
９６Ｂ法による）とを有する。
【００２３】
　不織ウェブは、主としてまたは排他的に、標準的な電界紡糸またはエレクトロブローイ
ングなどの電界紡糸によって、そして特定の状況ではメルトブローイング法によって製造
されたナノ繊維を含むことができる。標準的な電界紡糸は、本明細書にその全体が援用さ
れる米国特許第４，１２７，７０６号明細書において説明される技術であり、ナノ繊維お
よび不織マットを作るために、溶液中のポリマーに高電圧が印加される。不織ウェブは、
メルトブローン繊維を含むこともできる。
【００２４】
　ナノウェブを製造するための「エレクトロブローイング」法は、参照によってその全体
が本明細書に援用される国際公開第０３／０８０９０５号パンフレットに開示されている
。ポリマーおよび溶媒を含む高分子溶液の流れは貯蔵タンクから紡糸口金内の一連の紡糸
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ノズルに供給され、紡糸ノズルには高電圧が印加されて、紡糸ノズルから高分子溶液が排
出される。その間、任意で加熱された圧縮空気が、紡糸ノズルの側面または周囲に配設さ
れた空気ノズルから放出される。空気は、新たに放出される高分子溶を包囲し送り出して
繊維ウェブの形成を促進する噴出ガス流としてほぼ下方に向けられ、繊維ウェブは真空チ
ャンバの上側の接地した多孔質捕集ベルト上に捕集される。エレクトロブローイング法に
よって、比較的短い時間の間に、約１ｇｓｍを超える、さらには約４０ｇｓｍまたはそれ
以上もの坪量で商業的なサイズおよび量のナノウェブを形成することが可能になる。
【００２５】
　本発明の布帛要素はコレクタ上に配置されて、布帛上に紡糸されるナノウェブを捕集お
よび結合させることができ、結合された繊維ウェブは本発明の布帛として使用される。
【００２６】
　本発明のナノウェブの形成において使用することができるポリマー材料は特に限定され
ず、ポリアセタール、ポリアミド、ポリエステル、セルロースエーテルおよびエステル、
ポリアルキレンスルフィド、ポリアリーレンオキシド、ポリスルホン、変性ポリスルホン
ポリマーならびにこれらの混合物などの付加重合体および縮合重合体材料の両方が含まれ
る。これらの一般分類の範囲内である好ましい材料には、ポリ（塩化ビニル）、ポリメタ
クリル酸メチル（および他のアクリル樹脂）、ポリスチレン、およびそのコポリマー（Ａ
ＢＡ型ブロックコポリマーを含む）、ポリ（フッ化ビニリデン）、ポリ（塩化ビニリデン
）、ポリビニルアルコール（種々の加水分解度（８７％～９９．５％）、架橋および非架
橋形態）が含まれる。好ましい付加重合体はガラス状である傾向がある（室温よりも高い
Ｔg）。これは、ポリ塩化ビニルおよびポリメタクリル酸メチル、ポリスチレンポリマー
組成物またはアロイの場合、あるいはポリフッ化ビニリデンおよびポリビニルアルコール
材料の結晶化度が低い場合である。ポリアミド縮合重合体の１つの好ましい種類は、ナイ
ロン－６、ナイロン－６，６、ナイロン６，６－６，１０などのナイロン材料である。本
発明のポリマーナノウェブがメルトブローイングによって形成される場合、ポリエチレン
、ポリプロピレンおよびポリブチレンなどのポリオレフィン、ポリ（エチレンテレフタレ
ート）などのポリエステルおよび上記のナイロンポリマーなどのポリアミドを含む、ナノ
繊維にメルトブローイングすることができる熱可塑性ポリマーはどれも使用することがで
きる。
【００２７】
　２００６年９月２０日に出願され、参照によってその全体が本明細書に援用される同時
係属中の米国特許出願第１１／５２３，８２７号明細書に開示されるように、本発明の紡
糸したままの状態（ａｓ－ｓｐｕｎ）のナノウェブは、本発明の布帛に所望の物理特性を
付与するためにカレンダー加工することができる。紡糸したままの状態のナノウェブは２
つの無地ロール（１つのロールが無地ソフトロールであり、１つのロールが無地ハードロ
ールである）の間のニップ内に供給され得、ハードロールの温度は、ナノウェブのナノ繊
維がカレンダーニップを通過する際に可塑化状態であるように、Ｔg（本明細書では、ポ
リマーがガラス状態からゴム状態への転移を受ける温度と定義される）と、Ｔom（本明細
書では、ポリマーの融解が開始する温度と定義される）との間の温度に保持される。ロー
ルの組成および硬度は、布帛の所望の最終使用の特性を得るために変更することができる
。一方のロールはステンレス鋼などの硬質金属であってよく、他方のロールは、ロックウ
ェルＢ７０よりも低い硬度を有する軟質金属またはポリマー被覆ロールもしくは複合ロー
ルであってよい。２つのロール間のニップ内でのウェブの滞留時間はウェブのライン速度
（好ましくは、約１ｍ／分～約５０ｍ／分の間）によって制御され、２つのロール間のフ
ットプリントは、ウェブが同時に両方のロールと接触して移動するＭＤ距離である。フッ
トプリントは２つのロール間のニップにかけられる圧力によって制御され、一般にロール
の直線ＣＤ寸法あたりの力で測定され、好ましくは約１ｍｍ～約３０ｍｍの間である。
【００２８】
　さらに、ナノウェブは、ナノ繊維ポリマーのＴgと最低Ｔomとの間の温度まで任意で加
熱されている間に延伸することができる。延伸は、ウェブがカレンダーロールに送られる
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前および／または後に、そして機械方向またはクロス方向のいずれかまたは両方で行うこ
とができる。
【００２９】
　例えば、スポーツウェア、頑丈な（ｒｕｇｇｅｄ）アウターウェアおよびアウトドア用
品、防護服などの衣服（例えば、手袋、エプロン、革ズボン、ズボン、ブーツ、ゲートル
（ｇａｔｏｒｓ）、シャツ、ジャケット、コート、靴下、靴、下着、ベスト、ウェーダー
、帽子、長手袋、寝袋、テントなど）を構成するために、様々な種類の天然および合成布
帛が知られており、本発明において布帛層としてとして使用することができる。通常、頑
丈なアウターウェアとして使用するために設計された服装は、比較的低い強さすなわち引
張強度（ｔｅｎａｃｉｔｙ）を有する天然および／または合成繊維（例えば、ナイロン、
綿、羊毛、絹、ポリエステル、ポリアクリル酸、ポリオレフィンなど）から製造された比
較的ゆるく織られた布帛で構成されている。それぞれの繊維は、約８ｇ／デニール（ｇｐ
ｄ）未満、より一般的には約５ｇｐｄ未満、そして場合によっては約３ｇｐｄ未満の引張
強さすなわち引張強度を有することができる。このような材料は、例えば、可染性、通気
性、明度、快適性、そして場合によっては耐摩耗性などの様々な有益な特性を有すること
ができる。
【００３０】
　異なる織り構造および異なる織り密度を用いて、本発明の構成要素としていくつかの代
替となる複合織布を提供することができる。平織構造、強化平織構造（二重または多重の
経糸および／または緯糸を有する）、斜文織構造、強化斜文織構造（二重または多重の経
糸および／または緯糸を有する）、サテン織構造、強化サテン織構造（二重または多重の
経糸および／または緯糸を有する）、ニット、フェルト、フリースおよびニードルパンチ
構造などの織り構造を使用することができる。伸縮性織物、リップストップ、ドビー織、
ジャカード織も本発明で使用するために適切である。
【００３１】
　ナノウェブはその表面の少しの部分で布帛層に溶接され、そして当業者に既知の手段に
よって（例えば熱的に、任意で超音波場を用いて）布帛層に溶接され得る。
【００３２】
　「溶接手段」は、本発明との関連では、２つのウェブの複合構造体への積層が達成され
る方法を指す。本発明との関連で適切な方法は、超音波結合、ポイント結合、および真空
積層によって例示されるが、これらに限定されない。当業者は種々のタイプの溶接をよく
知っており、本発明で使用するために適切な溶接手段を適応させることができる。
【００３３】
　例えば、超音波結合は通常、例えば参照によって本明細書に援用される米国特許第４，
３７４，８８８号明細書および米国特許第５，５９１，２７８号明細書において説明され
るような音波ホーンとアンビルロールとの間に材料を通すことによって実施される方法を
伴う。超音波結合の典型的な方法では、一緒に付着されるべき種々の層は、超音波装置の
結合ニップに同時に送られる。これらの様々な装置は市販されている。一般に、これらの
装置は高周波振動エネルギーを生じ、層内の結合部位で熱可塑性成分を融解させ、これら
を一緒に結合させる。従って、誘発されるエネルギーの量、合わせられた成分がニップを
通過する速度、ニップの間隙、および結合部位の数によって、種々の層の間の接着の程度
が決定される。非常に高い周波数を得ることができ、１８，０００Ｈｚを超える周波数（
１秒あたりのサイクル数）は通常超音波と呼ばれ、種々の層の間の所望の接着および材料
の選択によっては５，０００Ｈｚという低い周波数、あるいはさらに低い周波数が許容で
きる成果を生じ得る。
【００３４】
　本発明は以下の特定の実施例によってこれから説明されるであろう。
【実施例】
【００３５】
　実施例１では、６０ｐｓｉの圧力で「２８８－パターン」グラビアロールを適用させ、
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溶媒系ウレタン接着剤を用いて、ナイロンリップストップ（坪量１００ｇｓｍ）、ナイロ
ン６，６製のナノウェブ、およびナイロンメッシュ材料から３層布帛構造物を製造した。
【００３６】
　実施例２では、６０ｐｓｉの圧力で「２８８－パターン」グラビアロールを適用させ、
溶媒系ウレタン接着剤を用いて、ナイロンリップストップ（坪量１００ｇｓｍ）、ナイロ
ン６，６製のナノウェブ、およびナイロントリコット材料（坪量３５ｇｓｍ）から３層布
帛構造物を製造した。次に、平坦、強化、および湾曲ステッチを含む種々のステッチ型を
有するＳｅａｍＭａｓｔｅｒTMを用いて最終の３層構造物を超音波結合させた。
【００３７】
　次に、２５．４０ｍｍ幅のサンプルと共にＩｎｓｔｒｏｎTM引張機を用いて、実施例１
および２からの構造物を、破断強度、最大荷重時の伸び、破断伸びパーセント、モジュラ
ス、引張強さ、および最大荷重時のエネルギーについて試験した。使用した荷重セルは５
ｋＮであった。また、Ｚｅｒｏ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ（登録商標）ゴルフアウターウェ
アベストからのシングルステッチの継ぎ目も試験した。結果は表に示される。
【００３８】

【００３９】
　データが示すように、超音波結合された継ぎ目の破断強度はシングルステッチの継ぎ目
のおよそ半分である。これらは非常に良好な結果であり、布帛構造物の超音波結合がシン
グルステッチの継ぎ目の代わりになる可能性を有することが示され、従って、継ぎ目テー
プをステッチに適用する余分なステップの必要性が排除される。
　以下に本発明の態様を示す。
１．少なくとも１つの布帛層がナノ繊維層に隣接して対面する関係にある複合布帛を含み
、着用者を風および／または水から保護しながら水蒸気を通過させる能力を有する衣服で
あって、前記ナノ繊維層が、約５０ｎｍ～約１０００ｎｍの間の数平均直径と、約１ｇ／
ｍ2～約１００ｇ／ｍ2の間の坪量とを有する高分子ナノ繊維の少なくとも１つの多孔質層
を含み、前記複合布帛が、約１．２ｍ3／ｍ2／分～約７．６ｍ3／ｍ2／分の間のＦｒａｚ
ｉｅｒ空気透過率と、約５００ｇ／ｍ2／日よりも大きいＭＶＴＲ（ＡＳＴＭ　Ｅ－９６
Ｂによる）とを有し、前記ナノ繊維層がその表面の一部で前記布帛層に溶接された衣服。
２．前記ナノ繊維層が電界紡糸またはエレクトロブローイングによって製造されるか、あ
るいは前記ナノ繊維層がメルトブローン繊維を含む上記１に記載の衣服。
３．前記ナノ繊維層が、ポリアセタール、ポリアミド、ポリエステル、セルロースエーテ
ル、セルロースエステル、ポリアルキレンスルフィド、ポリアリーレンオキシド、ポリス
ルホン、変性ポリスルホンポリマーおよびこれらの混合物からなる群から選択される種類
からのポリマーを含む上記１に記載の衣服。
４．前記ナノ繊維層が、架橋および非架橋形態のポリ（塩化ビニル）、ポリメタクリル酸
メチル、ポリスチレン、およびそのコポリマー、ポリ（フッ化ビニリデン）、ポリ（塩化
ビニリデン）、ポリビニルアルコールからなる群から選ばれるポリマーを含む上記１に記
載の衣服。
５．前記ナノ繊維層が、ナイロン－６、ナイロン－６，６、ナイロン６，６－６，１０か
らなる群から選ばれるポリマーを含む上記３に記載の衣服。
６．前記ナノ繊維層が、カレンダー加工される上記１に記載の衣服。
７．前記ナノ繊維層が、前記第１の布帛層と接触しながらカレンダー加工される上記６に
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記載の衣服。
８．前記第１の布帛層が、ナイロン、綿、羊毛、絹、ポリエステル、ポリアクリル酸、ポ
リオレフィンおよびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料から織られる上記
１に記載の衣服。
９．前記第１の布帛層が、約８ｇ／デニール（ｇｐｄ）未満の引張強度を有する繊維から
織られる上記１に記載の衣服。
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